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重 要 事 項 説 明 書 
 

１ 訪問看護サービスを提供する事業者について 

事業者名称 株式会社 結梨 

代表者氏名 代表取締役  上田 星斗 

本社所在地 

（連絡先） 
〒663-8234 兵庫県西宮市津門住江町 12-6 105号 

設立年月日 2022年 10月 5日 

 

２ ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事業所名称 訪問看護ステーション２４ 

兵庫県指定  

事業所番号 
訪問看護   2860991179    号 

事業所所在地 兵庫県西宮市津門住江町 12-6 105号 

連絡先 

相談担当者名 

電話：0798-78-3911     管理者：木許 愛子 

事業所の通常の 

事業実施地域 
大阪府・兵庫県 

(2)事業の目的および運営方針 

事 業 の 目 的 

訪問看護が必要な利用者に対してサービスを提供し、居宅にお

いて、利用者の意思及び人格を尊重した、自分らしい生活を営

むことができるように支援することを目的にします。 

運 営 方 針 

利用者の心身機能に応じた適切なサービスを提供します。事業

の実施にあたり、従業員の確保・教育指導に努め、利用者の主

体性を尊重し、地域の保健医療、福祉との連携のもと総合的な

サービスの提供に努めます。 

 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から金曜日までとする（ただし 12/30～1/3 を除く） 

営 業 時 間 

午前 8時 30分から午後 5時 30分までとする。 

＊但し、利用者からの希望で、上記以外のサービスも考慮する。 
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(4)サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 年中無休 365日とする 

サービス提供時間 24時間とする 

(5)事業所の職員体制 

事業所の管理者 木許 愛子 

 

職種 職 務 内 容 人員数 

管

理

者 

 

従業者、及び運営の管理等                     

 

 

1人 

看

護

職

員 

 

訪問看護サービスの提供  

３ 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について 

(1) 提供するサービスの内容について 

①病状・全身状態の観察 ②清拭・洗髪等による清潔の保持  

③食事及び排泄等日常生活の世話 ④褥瘡の予防 ⑤ターミナルケア  

⑥認知症の看護 ⑦療養生活や介護方法の指導 ⑧カテーテル等の管理 

⑨その他医師の指示による医療処置 

  (2) 訪問看護師の禁止行為 

 訪問看護師はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

 ①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

 ②利用者の同居家族に対するサービス 

 ③身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

 （利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

(3) 提供するサービスの料金とその利用者負担額について 次頁参照 

利用者からいただく利用者負担金は、医療保険の法定利用料に基づく金額のとおりです。 

 

 

 

 

28 人 
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※1 特別管理加算Ⅰ 
在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は
気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態 

※2 特別管理加算Ⅱ 
・ 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心

静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、在宅自己導尿指導管理、在
宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導
管理のいずれかを受けている状態 

・ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 
・ 真皮を越える褥瘡の状態 
・ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 
・  

※3訪問看護ターミナルケア療養費  

ターミナルケアとは、終末期のケアのことで、ご利用者の尊厳を維持し、その人らし

く最期を迎えられるようなサービス体制をご利用される場合に発生する加算です。具

体的には、ご利用者の体調の変化に合わせたケア・ご家族の精神状況の変化に合わせ

たケア・看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいてご利用者およびご家族

の意向を把握し、それに基づくアセスメントを行い、サービスを提供いたします。 

 （4）その他の費用について 

① 交通費 10km以上一律 500円 

②キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた

時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 

24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

12時間前までにご連絡の場合 利用者負担分の 50％請求 

12時間以内のキャンセル  利用者負担分の 100％請求 

※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 

③  サービス提供にあたり必要となる利用者    

の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 

④通院介助等における看護師の公共交通機関等の

交通費 

利用者（お客様）の別途負担 

となります。 

利用者負担額そ

の他の費用の支

払い方法につい

て 

 

利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月

20日頃までに利用月ごとの請求書を郵送又はお届けします。 

サービス提供の記録と内容を照合のうえ、下記のいずれかの方法により

お支払い下さい。 

(ア) 口座振替サービス利用による支払。 

(イ)上記が困難な場合は、他の方法を相談させて頂きます。 

お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお

願いします。 

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から

3月以上遅延し、故意に支払いの督促から 7日以内にお支払がない場合には、契約を解約した

上で、未払い分をお支払いただきます。 
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４ サービスの提供にあたっての留意事項 

(1)訪問看護計画の作成 

利用者及び家族の意向と主治医の指示書等に配慮しながら｢訪問看護計画｣を作成します。

作成した「訪問看護計画」については、利用者又は家族に内容を説明します。サービスの提供

は「訪問看護計画｣にもとづいて行ないます。 

 

 (2) 訪問看護計画の変更等 

「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更す

ることができます。 

また、サービス利用の変更・追加は、訪問看護師の稼働状況により利用者が希望する時間に

サービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示す

るほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。 

  

(3) 担当看護師の決定等 

  サービス提供時に、担当の看護師を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、

複数の看護師が交替してサービスを提供します。利用者から特定の看護師を指名することは

できませんが、看護師についてお気づきの点やご要望がありましたら、事業者相談窓口等にご

遠慮なく相談ください。 

 

(4) サービス実施のために必要な備品等の使用 

  サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただき

ます。 

 

５ 虐待の防止について 

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者：木許 愛子 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する人権擁護・虐待防止・身体拘束廃止の取り組みを啓発･普及するための研

修を実施しています。 

⑤ 人権擁護・虐待防止・身体拘束廃止の取り組みを協議する事業所内の委員会を設置してい

ます。 
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６ 秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について 

 

 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及

び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いの

ためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

○ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提

供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者

に漏らしません。 

○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい

ても継続します。 

○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密

を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

②個人情報の保

護について 

○医療従事者や介護従事者その他の関係者が適切と認める通信手段を用

いて診療情報を含む個人情報 を共有・提供させていただきます 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙に

よるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をも

って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合

は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うも

のとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となり

ます。)  

７ 事故発生時及び緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医

師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡し

ます。 

 

８ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市区町村、利用者の

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行います。 

 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 保険会社名： 訪問看護事業共済会 

 保険名：訪問看護事業者賠償責任保険 

保障の概要：身体障害、財物破損、人格権侵害、管理受託物、初期対応費用、被害者治療費等 

 

９ 身分証携行義務 

訪問看護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提

示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

10 心身の状況の把握 

指定訪問看護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健
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医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

11 連絡調整に対する協力 

  訪問看護事業者は、指定訪問看護の利用について市区町村又は相談支援事業を行うものが

行う連絡調整にできる限り協力します。 

 

12 指定障がい福祉サービス事業者等との連携 

指定訪問看護の提供に当り、市区町村、指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービ

スまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

 

13 サービス提供の記録 

① 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間を、サービス提供の

終了時に利用者の確認を受けることとします。 

② これらの記録はサービス完結の日から 2年間保存し、利用者は、事業者に対して保存され

るサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 

（複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。） 

 

14 指定訪問看護サービス内容の見積もりについて 

契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。 

 

15 業務継続に向けた取り組みについて 

  事業の継続における自然災害等のあらゆるハザード発生時において、利用者に対する指定

訪問看護事業提供を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、指定訪問

看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従って必要

な措置を講じます。 

 

16 看護師等の衛生管理について 

  事業者は、事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、看護師等の清潔の

保持及び健康状態について、必要な管理を行います。事業継続計画の一環として、感染症等の予

防及びまん延防止のための指針を整備し、研修及び訓練を定期的に実施しています。 

 

17 介護・医療情報の活用について 

  事業者は質の高い訪問看護を実施するため、利用者の同意の上、オンライン資格確認や医療

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の体制に関する事項及び電子的データ等から取得

する情報を活用することがあります。 
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18 苦情解決の体制及び手順 

 提供した指定訪問看護に係わる利用者及びその家族の相談及び苦情を受け付ける為の窓口を

設置します。 

 

【事業者の窓口】 

（事業者の担当部署・窓口の名称） 

 

名称   訪問看護ステーション２４ 

所在地 兵庫県西宮市津門住江町 12-6 105号 

電話番号 ０７９８－７８－３９１１ 

 

19 第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 □ あ  り ☑ な  し 
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訪問看護サービス利用契約書(医療保険) 

 

      様 （以下「利用者」という。）と株式会社結梨（以下「事業者」という。）

は、訪問看護ステーション２４（以下「事業所」という。）を利用するにあたり、健康保険

法に基づく事業所が、ご契約者に対して行う訪問看護サービスについて、別紙のとおり契約

を締結いたします。 

 

第１条（目的） 

本契約は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、事業者が利用者に対して必要な健康保険法に基づく訪問看護を適切に提供する事を定め

ます。 

 

第２条（期間） 

   この契約の期間は、令和 8 年  月  日から、利用者の終了意思が表示されるまでの期

間とします。ただし、第１０条に定める契約の終了行為があった場合は、その定める日までと

します。 

 

第３条（訪問看護計画） 

１）事業者は、利用者の課題と意向を把握し、ケア会議を開いて利用者の訪問看護計画を作

成します。この計画は、事業者が利用者に説明して同意を得たうえで作成することとし、

その写しを利用者に交付します。利用者はいつでも訪問看護計画についての説明を求め、

意見を述べることや変更を求めることができます。 

２）利用者は、国民健康保険被保険者証記載事項に変更があった場合には、速やかに事業者

に変更内容を知らせるとともに、事業者の求めに応じて受給者証の内容を確認させるもの

とします。 

 

第４条（サービス内容） 

「訪問看護」は利用者の居宅において看護師その他省令で定める者が療養上の世話又は

必要な診療の補助を行うサービスで、主治医の指示に基づき次の内容のサービスを行いま

す。 

 

第５条（利用者負担額及び実費負担額） 

１） 利用者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負

担額及びサービス利用にかかる実費負担額を事業者に支払います。健康保険法に基づく医

療給付費は、事業者が市町村から代理して受領します。 

２） 前項の利用者負担額及び実費負担額は、1 カ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月末日

までに支払います。 
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第６条（利用の中止、変更、追加） 

１) 利用者は、利用期日前において、訪問看護サービスの利用を中止又は変更 

することができます。 

２) 利用者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消

料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等やむをえない

事由がある場合は、取消料はいただきません。 

３) 事業者は、第 1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、当

該利用希望日の利用状況等により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、

他の利用可能日時を利用者に提示して協議するほか、サービス提供可能な事業所の紹介など

を行います。 

第７条（事業者の基本的義務） 

１) 事業者は、利用者に対し、居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、必要なサービスを適切に行います。 

２) 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、健康保険の立場にたった、サービスを提供し

ます。 

第８条（事業者の具体的義務） 

１)（安全配慮義務） 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の

安全・確保に配慮します。 

２)（説明義務） 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に

説明します。 

３)（守秘義務） 事業者及びサービス従事者は、本契約によるサービスを提供するにあたっ

て知り得た利用者や家族等の秘密について、第三者に開示することはありません。 

４)（身体拘束の禁止）事業者は、利用者又は他の利用者等、身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為を行ないません。 

５)（記録保存整備義務） 事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供終

了日から２年間保存します。事業者の窓口業務時間（毎週月曜日から金曜日、午前 8時 30

分から午後 5時 30分）に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーする

ことができます。 

第９条（事故と損害賠償） 

１)  事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市区町村・利用者

の家族に連絡して必要な措置を講じます。 

２) 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用

者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。 

第１０条（契約の終了事由） 

 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。 

 １)  利用者が死亡した場合 

 ２） 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由に 

より事業所を閉鎖した場合 

３) 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

４) 第１１条から第１３条に基づき本契約が解約又は解除された場合 
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第１１条（利用者からの中途解約） 

利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用

者は契約終了を希望する日の１ヶ月前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用

者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。 

第１２条（利用者からの契約解除） 

  利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただち

に本契約を解除することができます。 

１) 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問看護サービスを実

施しない場合 

２) 事業者もしくはサービス従事者が第８条１項から４項に定める義務に違反した場合 

３) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生

命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認

められる場合 

第１３条（事業者からの契約解除） 

 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 

１) 利用者に支払能力があるにもかかわらず第５条に定めるサービス利用料金の支払いが３

ヶ月遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合 

２) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財

物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その

状況の改善が見込めない場合 

３) 利用者がサービス実施地域外に転居した場合 

第１４条 

１） 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務

の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をする場合がある。 

２） 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務

の履行が遅延、もしくは不可能になった場合、それによる損害賠償責任を乙は負わないもの

とする。 

第１５条（苦情解決） 

１) 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されてい

る苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。 

２) 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員

に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県に設置されて

いる国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てることもできます。 

第１６条 サービス提供体制および運営に関する同意 

１．スタッフ配置・変更について 

 事業者は、利用者に対し適切なサービス提供を行うため、担当スタッフの配置を行います

が、特定の職員の氏名や固定を保証するものではありません。 

また、職員の勤務状況、体制変更、緊急対応等により、担当者が変更となる場合があります。 

２．サービス提供体制の変更について 

事業者は、より適切なサービス提供および運営体制の維持のため、訪問時間・曜日・提供方法
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等を変更する場合があります。 

この場合、事前に説明を行います。 

 

第１７条 ICT・AI活用について 

事業者は、サービスの質の向上および業務効率化のため、訪問記録や報告書の作成において、

ICT機器および AI技術を活用する場合があります。 

 

第１８条（協議事項） 

本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は健康保険法その他諸

法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。 

 

以上の契約を証するため、本書 2通を作成し、利用者・事業者が記名押印 

のうえ、1通ずつ保有するものとします。 

 

 

個人情報使用同意書 
 

患者の円滑な在宅での療養を実現するためには、患者をとりまく家族、医療従事者、介護従

事者、その他の関 係者が適切に連携していく必要があります。そのため適切な連携を行うにあ

たって下記の事項のご了承をお願い 致します。 

 

 １）在宅療養は、家族のサポートのもとで住み慣れた自宅で安心して療養を継続することを重

視して行われるも のです。そのため、患者が在宅での療養を希望されているのはもちろんのこ

と、患者をとりまく家族においても意思の 統一が図られている必要があります。 

 

 ２）円滑な自宅での療養生活を継続していただくため、在宅療養をサポートする病院、診療

所、薬局、介護事 業者その他の関係者と連携を図る目的で、担当者会議などで個人情報を利用

する場合があります。 

 

３） 医療従事者や介護従事者その他の関係者が適切と認める通信手段を用いて診療情報を含む

個人情報 を共有・提供させていただきます。 
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一括同意・契約書 

担当スタッフより上記の説明を受け、同意・了承いただける項目に✓の記入をお願いします。 

□重要事項説明書の説明を受け、内容に同意します。  

□契約内容を確認し、当事業所との契約を行います。 

□個人情報使用に関する内容を確認し、同意します。  

□サービス内容に応じて特別管理加算、複数名訪問看護加算、長時間加算等が発生することを同

意します。 

□サービス内容に応じてターミナルケア加算が発生することを同意します。 

□サービス内容に応じて退院時共同指導加算・退院支援指導加算が発生することを同意します。 

 

24 時間対応体制加算を（ 希望します ・ 希望しません ） 

※料金表（P.3～4）参照 

 

重要事項説明書・契約書・個人情報の説明書の説明年月日 

重要・加算・契約説明書の説明年月日 令和 8年   月   日 

 

上記内容について、「健康保険法第４３条ノ１４第１項に基づく保険医療機関及び保険医療養担

当規則の改正、老人保健法第４６条の１７の５の規定に基づく指定訪問看護及び指定老人訪問

看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成 12年 12月 6日厚生省発保第 172号）」の規定に

基づき、利用者に説明を行いました。 

事業者 事業所名 訪問看護ステーション２４ 

説明者氏名 木許 愛子          印 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利 用 者 氏 名                    

 

家族又は代理人 氏 名                   

 


